
飛�
信
用
組
合

高
山
市
花
岡
町
一
丁
目
一

三
番
地
一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称

及
び
住
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地 第

三

百

八

十

七

号

令

和

五

年

四

月

七

日

令
和
五
年
一
月
二

十
五
日

指
定
納
付
受
託
者

の
指
定
を
し
た
日

岐
阜
県
高
山
陣
屋
の

入
場
料

指
定
納
付
受
託
者
に

納
付
さ
せ
る
歳
入

(

金
曜
日)

令
和
五
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

指
定
納
付
受
託
者
に

歳
入
を
納
付
さ
せ
る

期
間

目

次

告

示

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定

(

文
化
伝
承
課)

一
八
三
ペ
ー
ジ

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

一
八
三

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
廃
止
処
理
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

一
八
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

(

同

)

一
八
四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県

規
則
第
九
十
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

担
当
科
目

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日
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○

岐

阜
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公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
四
月
七
日



耳
鼻
咽
喉
科

福
島

諒
奈

特
定
医
療
法
人
博

愛
会
博
愛
会
病
院

不
破
郡
垂
井
町
二
二
一
〇

番
地
の
四
二

令
和�･�･��

脳
神
経
外
科

平
松

拓

社
会
医
療
法
人
蘇

西
厚
生
会
松
波
総

合
病
院

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八

五
―
一

同

内

科

市
川

敏
男

医
療
法
人
社
団
岐

友
会
中
部
ク
リ
ニ

ッ
ク

恵
那
市
長
島
町
中
野
一
二

一
四
―
四
一

同

整
形
外
科

神
田

滋
人

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
丁
目
一
番

地

同

内

科

乾

俊
哉

同

同

同

外

科

松
本

圭
太

日
本
赤
十
字
社
高

山
赤
十
字
病
院

高
山
市
天
満
町
三
丁
目
一

一
番
地

同

内

科

服
部

奈
緒

一
般
社
団
法
人
海

津
市
医
師
会
海
津

市
医
師
会
病
院

海
津
市
海
津
町
福
江
六
五

六
―
一
六

同

消
化
器
内
科

大�
理
英

医
療
法
人
徳
洲
会

大
垣
徳
洲
会
病
院

大
垣
市
林
町
六
丁
目
八
五

―
一

同

外

科

畑
中

勇
治

社
会
医
療
法
人
厚

生
会
中
部
国
際
医

療
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
健
康
の
ま
ち

一
丁
目
一
番
地

同

内

科

西
浦

和
男

社
会
医
療
法
人
白

鳳
会
鷲
見
病
院

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
二
番

地
の
一

同

同

森

充
広

医
療
法
人
香
徳
会

関
中
央
病
院

関
市
平
成
通
二
丁
目
六
番

一
八
号

同

同

鷲
見

将
平

山
田
記
念
ク
リ
ニ

ッ
ク

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
五
丁

目
三
九

同

整
形
外
科

菅

哲
徳

菅
整
形
外
科

瑞
穂
市
馬
場
小
城
町
一
丁

目
二
一
番
地

同

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
廃
止
処
理
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
廃
止
処
理
計
画
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
廃
止
処
理
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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公

示

揖
斐
川
中
央

地
区

(
農
業
用
用
排
水
施
設

整
備)

施
行
に
係
る
地
区
名

揖
斐
川
中
央
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

揖

斐

川

町

役

場

縦

覧

場

所

揖

斐

川

町

役

場

縦

覧

場

所

令
和

五
・

四
・

七
か
ら

同

・

五
・
一
〇
ま
で

縦

覧

期

間

令
和

五
・

四
・

七
か
ら

同

・

五
・
一
〇
ま
で

縦

覧

期

間



地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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所

令
和

五
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・

五
・
一
〇
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覧

期

間
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目
一
番
一
号
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行
者
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阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集
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阜
市
三
輪
ぷ
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ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


